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学校法人 川島学園 

鹿児島工学院専門学校 学則 

 
学校所在地 
鹿児島市五ヶ別府町字横座ヶ原下３７２１番７ 

電話 ０９９－２８１－７１１１ 

 

 

第１章   総   則  

 

第１条   本校は，学校教育法第１２４条に基づき，電気・自動車整備・建築に関す

る各教育基礎理論及び工業技術を修得させ，実践力のある品位の高い専門職

を目指す者の養成と男女共同参画社会の中で，自分を取り巻く環境に合わせ

た働き方ができるよう実務面での能力とコミュニケーション力・人間力を併

せ持つ人材の育成を行うことを目的とする。 

第２条   本校は，鹿児島工学院専門学校と称する。  

第３条   本校の位置は，鹿児島市五ヶ別府町字横座ヶ原下３７２１番７に置く。 

 

 

第２章   課程・学科・専攻科・修業年限・定員 

 

第４条   本校の課程・学科・専攻科・修業年限及び定員は次のとおりとする。 

課 程 学 科 修業年限 入学定員 総定員 備 考 

 

工業専門課程 

 

 

電気技術工学科  ２年  ３０名  ６０名 特定専門課程 

自動車工学科  ２年  ３５名  ７０名 特定専門課程 

１級自動車工学科  ２年  １０名 ２０名 特定専門課程 

１級自動車工学科  ４年  １５名  ６０名 特定専門課程 

建築デザイン学科  ２年  ３０名  ６０名 特定専門課程 

商業実務専門課程 ライフデザイン学科  ２年  ３０名  ６０名 特定専門課程 

専攻科（工業） 建築士専攻科 １年 ３０名  ３０名   

１級自動車専攻科  ２年  １０名 ２０名 適格専攻科 

 

 

第３章   学年・学期及び休業日  

 

第５条   本校の学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

第６条   課程の学期は，次のとおりとする。  

（１）前期   ・・・・・   ４月１日～９月３０日  

（２）後期   ・・・・・１０月１日～３月３１日  
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第７条   本校の休業日は，次のとおりとする。  

ただし，校長が必要と認めたときは登校させることができる。  

（１）土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年，法律

第１７８号）に規定された日  

（２）春季，夏季及び冬季休業日  

（３）天災地変その他校長が必要と認めた日  

 

 

第４章   教育課程及び教職員組織  

 

第８条   本校の教育課程は，別表１のとおりとする。  

  ２   本校が定める単位数として，一単位の授業科目については，四十五時間

の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方

法に応じ教育効果，授業時間外に必要な学習等を考慮して，次の基準に

より単位数を計算するものとする。  

（１）  講義及び演習については，十五時間から三十時間までの範囲で  

 本校が定める時間の授業をもって一単位とする。  

（２）  実験，実習及び実技については，三十時間から四十五時間までの範囲で   

本校が定める時間の授業をもって一単位とする。  

 

第９条   本校の授業の始業及び終業時刻は，次のとおりとする。  

月～金   ９：３０～１６：１０  

ただし，各教科の都合により上記の時間を変更又は延長して授業を行

うことがある。  

第 10条   本校には次の職員を置く。  

校長・教頭・教諭・講師・事務職員・校医  

 

 

第５章   連帯保証人 

 

第11条  連帯保証人は，学生の生活と教育及び納付金に関する一切の責任を連帯して負

うものとし，成年者で独立の生計を営む者とする。なお，極度額は２００万円と

する。 

第12条  学生は，次の事項に該当するときは，速やかに校長に届け出なければならない。

第１号，第３号については，１０日以内に校長に届け出なければならない。 

（１）連帯保証人に変更があったとき。 

（２）学生又は連帯保証人が，転居若しくは改名したとき。 

（３）連帯保証人が死亡し，又はその資格を失ったとき。 
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第６章    入学・編入学・卒業及び資格・原級留置き・休学・退学及び賞罰 

 

第 13条   本校の入学資格及び編入学は，次のとおりとする。  

（１） 電気技術工学科・自動車工学科・１級自動車工学科（４年課程）・

建築デザイン学科・ライフデザイン学科は，高等学校若しくはこ

れに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところ

によりこれと同等以上の学力があると認められた者。  

（２） １級自動車工学科（２年課程）・１級自動車専攻科は，前号（１）

に該当する者で二級自動車整備士（総合）もしくは二級ガソリン

自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方の資格を取

得した者又は取得見込みの者。ただし，取得見込みの者は，入学年

度の６月末日までに当該資格を取得すること。取得できなかった

場合は，欠格者として入学を取り消す。 

（３） 建築士専攻科は，前号（１）に該当する者で，二級建築士試験の

受験資格を有する者  

（４）  １級自動車工学科の３年次に編入学できる者は，前号（１）

に該当する者かつ専門士の称号を付与された者又は準ずる課

程を修めた者で，二級自動車整備士（総合）もしくは二級ガソ

リン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方の資

格を有する者又は取得見込みの者で，編入学試験に合格した者。

ただし，本校の自動車工学科を卒業した者は，編入学試験は課

さず，在学中の成績により学校長が認めた者。いずれも１級自

動車工学科の定員に欠員がある場合に限る。このうち，取得見

込みの者は，編入学した年度の６月末日までに当該資格を取得

すること。取得できなかった場合は，欠格者として編入学を取

り消す。  

第 14条   入学しようとする者は，所定の入学願書に入学選考料を添えて提出しな

ければならない。  

第 15条   入学試験を受ける者は，試験日時に指定された場所に出頭しなければな

らない。  

第 16条   入学試験又は書類選考に合格した者は，定められた期日までに所定の入

学金及び校納金を納入し，連帯保証人と連署の誓約書を提出しなければな

らない。  

第 17条   本校学生の学習態度・進級試験・卒業試験・出欠等については，別途学

生心得に規定する。  

第 18条   本校に入学した学生は，別途に定める学生心得に規定する事項を守らな

ければならない。  

第 19条   本校所定の課程を定められた修業期間以上在学し，別表１に定める単位

数以上履修し正規の試験に合格した者で，課程を修了したと認めた者に

は卒業証書を授与する。なお，特定専門課程である修業年限２年制の電気

技術工学科，自動車工学科，１級自動車工学科，建築デザイン学科，ライ

フデザイン学科を修了した者は，専門士と称することができる。  
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また，修業年限４年制の１級自動車工学科及び修業年限が通算４年となる

１級自動車専攻科（適格専攻科）を修了した者は，高度専門士と称するこ

とができる。  

第 20条   教科・科目の出席時間数が，所轄省庁及び本校の規定時間数に達しなけれ

ば，各期の試験を受験することができず，進級・卒業することはできな

い。  

２  １級自動車工学科の３年次６月末日までに二級自動車整備士（総合）

もしくは二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両

方の資格を取得できなかった場合は，欠格者として３年次進級を取り消

し，２年次に原級留置きとする。  

３  病気その他やむを得ない理由により試験に欠席した者及び合格点に達

しない科目のある者は，その年度内に追試験を受けることができる。  

第 21条   休学又は退学しようとする者は，所定の書類にその事由を明らかにし，

連帯保証人と連署の上，校長に願い出て許可を得なければならない。  

ただし，病気その他やむを得ない理由による場合は，医師の証明書等そ

の事由を証明する書類を添付すること。  

第 22条   休学中の者が復学しようとするときは，所定の書類にその事由を明らか

にし，連帯保証人と連署の上，校長に願い出て許可を得なければならない。 

ただし，病気その他やむを得ない理由により休学していた場合は，医師

の証明書等その事由を証明する書類を添付すること。  

第 23条   成績優秀にして他の模範となる者は，これを表彰する。  

第 24条   下記に該当する者は，退学に処する。  

（１）校納金を所定の期日までに納入しない者  

（２）学校の秩序を乱し学生の本分に反した者  

（３）性行不良にして反省の見込みがないと認められた者  

（４）正当な理由なくして長期無届欠席の者  

（５）学力劣等にして成業の見込みがないと認められる者  

 

 

第７章    入学選考料及び校納金  

 

第 25条   入学選考料，入学金，校納金（授業料，実習費，施設費）の額は，別表

２のとおりとする。  

第 26条   納入後の入学選考料及び入学金・校納金は，理由のいかんを問わず返却

しない。  

ただし，校納金の前納分については，前期分は入学式前日までに入学辞

退の申し出があった場合，後期分は９月末日までに退学等の申し出があっ

た場合はこの限りでない。  
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第８章    雑  則 

 

（学校評価） 

第 27条   本校は，教育の一層の充実を図り，本校の目的及び社会的使命を達成  

するため，本校における教育活動等の状況について毎年自ら点検及び  

評価を行いその結果を公表するとともに，５年に１度，外部の識見を  

有する者による評価を行う。  

 

第 28 条  この学則を施行するために必要な細則は，別に校長が定める。  

 

附   則  

 

１．本学則は，平成１３年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成１４年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成１５年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成１６年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成１７年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成１９年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２３年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２４年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２５年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２６年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２７年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成２８年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成３０年４月１日より施行する。  

１．本学則は，平成３１年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和２年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和３年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和４年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和５年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和７年４月１日より施行する。  

１．本学則は，令和８年４月１日より施行する。  



［専門課程：工業］ ［専門課程：工業］ ［専門課程：工業］ ［専門課程：工業］
　電気技術工学科 　自動車工学科 　１級自動車工学科（２年課程） 　１級自動車工学科（４年課程）

１学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

電気理論Ⅰ 96 6 エンジン構造 75 5 新技術工学 35 2 エンジン構造 75 5
電気理論Ⅱ 56 3 シャシ構造Ⅰ 60 4 エンジン電子制御工学 20 1 シャシ構造Ⅰ 60 4
配線設計 56 3 シャシ構造Ⅱ 60 4 シャシ電子制御工学 20 1 シャシ構造Ⅱ 60 4
機器材料Ⅰ 64 4 電気 45 3 新技術整備 20 1 電気 45 3
機器材料Ⅱ 56 3 基礎工学 60 4 エンジン電子制御整備 74 4 基礎工学 60 4
施工方法Ⅰ 64 4 燃料・潤滑 15 1 シャシ電子制御整備 74 4 燃料・潤滑 15 1
施工方法Ⅱ 28 1 エンジン整備 60 4 環境安全 12 新技術工学 15 1
検査方法 28 1 シャシ整備Ⅰ 45 3 1級機器 10 エンジン電子制御工学 30 2
配線図 64 4 シャシ整備Ⅱ 45 3 1級検査 5 シャシ電子制御工学 30 2
法令 64 4 電装品整備 45 3 1級法規 10 エンジン整備 60 4
電子工学Ⅰ 64 4 機器 30 2 1級工作作業 5 シャシ整備Ⅰ 45 3
電子工学Ⅱ 84 5 法規 15 1 1級測定作業 10 シャシ整備Ⅱ 45 3
通信工学Ⅰ 96 6 検査 20 1 1級整備作業Ⅰ 644 21 電装品整備 45 3
通信工学Ⅱ 56 3 整備作業Ⅰ 630 21 1級整備作業Ⅱ 70 2 新技術整備 45 3
電気実務 42 42 2 2 整備作業Ⅱ 545 18 1級検査作業 21 エンジン電子制御整備 60 4
電気実習Ⅰ 342 11 検査作業 50 1 体験実習 200 6 シャシ電子制御整備 60 4
電気実習Ⅱ 378 12 ビジネスマナーⅠ 20 1 評価実習 570 19 環境安全 15 1
一般教養Ⅰ 64 4 機器 30 2
一般教養Ⅱ 56 3 １級機器 15 1

法規 15 1
検査 20 1
１級法規・検査 15 1
整備作業Ⅰ 630 21
整備作業Ⅱ 545 18
検査作業 50 1
１級基礎作業 30 1
１級整備作業Ⅰ 615 20
１級整備作業Ⅱ 70 2
１級検査作業 30 1
体験実習 200 6
評価実習 570 19
ビジネスマナーⅠ 20 1

合　計 980 840 960 840 44 35 41 27

35 合　計 960 840 34 27合　計 960 840 49 36 合　計 980 840 44

単位数
授業科目

時間数 単位数

学則第８条関係　　別表１－①　　教育課程　【令和７年度入学生】

授業科目
 時間数 単位数

授業科目
 時間数 単位数

授業科目
 時間数
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［専門課程：工業］ ［専門課程：工業］ ［専門課程：商業実務］
　建築デザイン学科 　建築士専攻科 　ライフデザイン学科

１学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年
建築設計製図Ⅰ 288 19 建築士計画 96 6 秘書実務Ⅰ 64 4
建築設計製図Ⅱ 168 11 建築士法規 36 2 秘書実務Ⅱ 140 9
建築ＣＡＤ設計演習Ⅰ 94 6 建築士構造 156 10 サービス接遇 64 4
建築ＣＡＤ設計演習Ⅱ 30 2 建築士施工 72 4 接遇実習Ⅰ 160 5
建築計画Ⅰ 64 4 建築士設計製図 210 14 接遇実習Ⅱ 168 5
建築計画Ⅱ 56 3 課題研究 270 9 ビジネス文書Ⅰ 64 4
建築史 64 4 ビジネス文書Ⅱ 56 3
建築環境工学 56 3 医療事務Ⅰ 96 6
建築設備 56 3 医療事務Ⅱ 56 3
構造力学Ⅰ 64 4 英会話Ⅰ 160 10
構造力学Ⅱ 69 4 英会話Ⅱ 140 9
建築一般構造 96 6 パソコン実習Ⅰ 128 4
建築構造設計 69 4 パソコン実習Ⅱ 140 4
建築材料 34 2 ヨガレッスンⅠ 64 2
建築施工Ⅰ 64 4 ヨガレッスンⅡ 54 1
建築施工Ⅱ 84 5 メイク・ネイルアート実習Ⅰ 64 2
建築法規Ⅰ 32 2 メイク・ネイルアート実習Ⅱ 56 1
建築法規Ⅱ 56 3 手話実習Ⅰ 32 1
建築測量 51 1 手話実習Ⅱ 30 1
卒業設計 84 2 セルフマネジメント 64 4
建築実務Ⅰ 64 4
建築実務Ⅱ 84 5
一般教養Ａ 45 3
一般教養Ｂ 28 1

36840 45 合　計 960 840 46合　計 960 840 59 46 合　計

単位数単位数
授業科目  時間数 単位数 授業科目

 時間数
授業科目

 時間数

学則第８条関係　　別表１－②　　教育課程　【令和７年度入学生】
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［工業専門課程］ ［工業専門課程］ ［専攻科（工業）］ ［工業専門課程］　
　電気技術工学科 　自動車工学科 　１級自動車専攻科 　１級自動車工学科

１学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

電気理論Ⅰ 93 6 エンジン構造 75 5 新技術工学 35 2 エンジン構造 75 5
電気理論Ⅱ 54 3 シャシ構造Ⅰ 60 4 エンジン電子制御工学 20 1 シャシ構造Ⅰ 60 4
配線設計 54 3 シャシ構造Ⅱ 60 4 シャシ電子制御工学 20 1 シャシ構造Ⅱ 60 4
機器材料Ⅰ 62 4 電気 45 3 新技術整備 20 1 電気 45 3
機器材料Ⅱ 54 3 基礎工学 60 4 エンジン電子制御整備 74 4 基礎工学 60 4
施工方法Ⅰ 62 4 燃料・潤滑 15 1 シャシ電子制御整備 74 4 燃料・潤滑 15 1
施工方法Ⅱ 27 1 エンジン整備 60 4 環境安全 12 新技術工学 15 1
検査方法 27 1 シャシ整備Ⅰ 45 3 1級機器 10 エンジン電子制御工学 30 2
配線図 62 4 シャシ整備Ⅱ 45 3 1級検査 5 シャシ電子制御工学 30 2
法令 62 4 電装品整備 60 4 1級法規 10 エンジン整備 60 4
電子工学Ⅰ 62 4 法規 30 2 1級工作作業 5 シャシ整備Ⅰ 45 3
電子工学Ⅱ 81 5 検査 20 1 1級測定作業 10 シャシ整備Ⅱ 45 3
通信工学Ⅰ 93 6 整備作業Ⅰ 630 21 1級整備作業Ⅰ 644 21 電装品整備 60 4
通信工学Ⅱ 54 3 整備作業Ⅱ 475 15 1級整備作業Ⅱ 60 2 新技術整備 45 3
電気実務 42 42 2 2 検査作業 60 2 1級検査作業 21 エンジン電子制御整備 60 4
電気実習Ⅰ 330 11 体験実習 210 7 シャシ電子制御整備 60 4
電気実習Ⅱ 363 12 評価実習 570 19 環境安全 15 1
一般教養Ⅰ 62 4 １級機器 15 1
一般教養Ⅱ 54 3 法規 30 2

検査 20 1
１級法規・検査 15 1
整備作業Ⅰ 630 21
整備作業Ⅱ 475 15
検査作業 60 2
１級基礎作業 30 1
１級整備作業Ⅰ 615 20
１級整備作業Ⅱ 60 2
１級検査作業 30 1
体験実習 210 7
評価実習 570 19

合　計 930 810 960 840 41 35 41 28

35 合　計 960 840 34 28合　計 930 810 49 36 合　計 930 810 41

単位数
授業科目

時間数 単位数

学則第８条関係　　別表１－③　　教育課程　【令和８年度入学生以降】

授業科目
 時間数 単位数

授業科目
 時間数 単位数

授業科目
 時間数
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［工業専門課程］ ［専攻科（工業）］ ［商業実務専門課程］
　建築デザイン学科 　建築士専攻科 　ライフデザイン学科

１学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年 １学年 ２学年
建築設計製図Ⅰ 279 18 建築士計画 96 6 秘書実務Ⅰ 64 4
建築設計製図Ⅱ 162 10 建築士法規 96 6 秘書実務Ⅱ 135 9
建築ＣＡＤ設計演習Ⅰ 77 5 建築士構造 96 6 サービス接遇 60 4
建築ＣＡＤ設計演習Ⅱ 30 2 建築士施工 72 4 接遇実習Ⅰ 155 5
建築計画Ⅰ 62 4 建築士設計製図 210 14 接遇実習Ⅱ 162 5
建築計画Ⅱ 54 3 課題研究 270 9 ビジネス文書Ⅰ 62 4
建築史 62 4 ビジネス文書Ⅱ 54 3
建築環境工学 54 3 医療事務Ⅰ 93 6
建築設備 54 3 医療事務Ⅱ 54 3
構造力学Ⅰ 62 4 英会話Ⅰ 155 10
構造力学Ⅱ 66 4 英会話Ⅱ 135 9
建築一般構造 93 6 パソコン実習Ⅰ 124 4
建築構造設計 66 4 パソコン実習Ⅱ 135 4
建築材料 32 2 ヨガレッスンⅠ 62 2
建築施工Ⅰ 62 4 ヨガレッスンⅡ 53 1
建築施工Ⅱ 81 5 メイク・ネイルアート実習Ⅰ 62 2
建築法規Ⅰ 46 3 メイク・ネイルアート実習Ⅱ 52 1
建築法規Ⅱ 54 3 手話実習Ⅰ 31 1
建築測量 48 1 手話実習Ⅱ 30 1
卒業設計 81 5 セルフマネジメント 62 4
建築実務Ⅰ 62 4
建築実務Ⅱ 81 5
一般教養Ａ 45 3
一般教養Ｂ 27 1

36840 45 合　計 930 810 46合　計 930 810 58 48 合　計

単位数単位数
授業科目  時間数 単位数 授業科目

 時間数
授業科目

 時間数

学則第８条関係　　別表１－④　　教育課程　【令和８年度入学生以降】
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入学選考料，入学金，校納金（授業料，実習費，施設費）

納入期日

（全学年共通）

前期分 ３月３１日迄 290,000 220,000 90,000 600,000

後期分 ９月３０日迄 290,000 0 90,000 380,000

合　　計 580,000 220,000 180,000 980,000

納入期日 授業料 実習費 施設費
納入金額
合計

１年分 ３月３１日迄 360,000 80,000 140,000 580,000

納入期日 授業料 実習費 施設費
納入金額
合計

前期分 ３月３１日迄 290,000 170,000 90,000 550,000

後期分 ９月３０日迄 290,000 0 90,000 380,000

合　　計 580,000 170,000 180,000 930,000

学則第２５条関係　　別表２

【令和７年度入学生以降】

■電気技術工学科・自動車工学科・１級自動車工学科
・建築デザイン学科

・入学選考料　20,000円　　・入学金　150,000円

授業料 実習費 施設費
納入金額
合計

※本校自動車工学科を卒業し，１級自動車工学科へ入学する者
は，入学選考料及び入学金は徴収しない。

■建築士専攻科

・入学選考料　20,000円　　・入学金　100,000円

※本校建築デザイン学科を卒業した者は，入学選考料及び入学金
は徴収しない。

■ライフデザイン学科

・入学選考料　20,000円　　・入学金　150,000円
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